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平成 23年に実施する医療施設調査 新旧対照表 (案 )

・静態調査 病院票

・静態調査 一般診療所票

0静態調査 歯科診療所票

0動態調査西
ホ
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″7・ 23年調査 (案 ) 日 20年調査 変更理由等

(1)B‖設者

都道府県 キ

市 m「 本|*

地方独立行政法人 *

日赤

済/L会

北 rrl道 社会事業協会

厚生連

コ民健康保険日]ll・ 連 合会

全FT4 4:会 Йι険協会連合会

17生年全J「 業振 興IJ

船 員保険会

lll・ 1で 保1険組 合及びその ,■ 合会

共済組 合及びその連合会

国民健康保険利l合

公益法人

[療 法 人

私立学校法人 キ

IL会 福わl法 人

|[瞭 4L協

会 ll

そのll_の 法人

個人

工育機 Fll(再掲 )

(4)BH設 者

国

＝

冊
　
　
柵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ̈

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

25

26

28

国立高度・
j7FHI医

療センターの独立行政法人化に千卜 、ヽ
3]設 者の区分に「05国立高度専門ljN療 研究センターJを
加える。

1:神 病床

感染症病床

結核 Ill床

療養 r・l床

nll右 121そ

ヤ;|卜 病床

感 17_・症病床

結核Frt床

1/養 痛|:

1 介言寃保険適用分 (再掲)

一般痛床

ffit)rgt17-,rr,
再掲)    協裏嘉漂

護保険移行準備病棟(再掲)

老人性認知症疾患療養病棟(再掲)

姜型医療施設(再掲)

「介言

“

保1険適用分(再橘)」
「]復り|リ ハビリテーンコンl ll

棟(再掲)― nt病床J「回1'期 リハビリテーションFll‖ t(再

掲)療養病床」「認知rl ttll〔 (再掲)」
「介i鮨保険F//行 4Lll

lill棟 (i7掲 )J「 老人性認知症疾患療養病り〔(pl掲 )」
「経過

型介護療養型医療施設(再掲)」 については、診療報耐‖の
施設基41の届di等 ※で把握できるため、記入者負担を考
慮し削除1~る。

※療養病床 介護保険適用分….病院報告
回

`■

期リハビリテーション病III:、 認知症病棟、
介護保険移行lll lln病 ‖:…・診療報酬の施設基4し の

届|‖

老人性認知liT疾 患療養病1':…・介護リービス施設・
l・

H/_所
調査

経過rll介誰療養lF医療施設―・介言1サービス施設・
1」業所.13査 碗 設数
のみ)
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新・23午調査 (案 ) 日・20年調査 変更理由等
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用

心臓血管外牟の標ぼうは医療法で認められていたところ
であり、循環器外科は、平成20年4月 1日 から標ぼう可能な
診療科目が柔軟な方式に変更されたことによりできた診療
利日である。よって平成19年度以前から標ぼう可能であっ
た「,き臓血管外利」での標ぼうが多数である実態に合わ
せ、表記を「′心臓血管外利」と変更する。
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新・23年調査(案 ) 1日・204F調 査 変更理由等

(12)処 方の状況等

flf;t#.#',u>tuh}&.i Wdltuli#. I lsl(en,Fd)tflEi*) E^[hiJ/.f(+ttr E

内服薬処方せんにおける分量の記載方法の規定   いずれかひとつにO
1  1回量を処方の基本単位としている

2  1日 量を処方の基本単位としている

3  1回量と1日 量の併記としている

4  規定なし

34)薬剤管理指導 処方の状況

入院患者への薬剤管理指導 o月 中の薬剤軸 導料の回総 1     回

外

喬腎草艦 黒

数

[1佐 [[ん 交‖教

~| ―

:

医療用麻|.Fの 処方  1  1  有       2  無

○内服薬処方せんにおける分量の記哉方法
医療安全の観点から、内服薬処方せんの記載方法の標

rlt化に向けた取り組みが行われており、施設における分量
の記IHx方 法の実態を把握するために「内服葉処方せんに
おける分量の記1支方法」を追加する。

○入院患者への薬斉J管理指導(9月 中の薬斉1管理1指 導牟
の回数)

社会医療診療行為別調査等で把lF.できるため、記入者
負担を考慮し削除する。

(11)承認等の状 況

1  lL城医療支援病院       4 在宅療養支援病院

2 災害拠点病院        5 該当なし

3 開放型病院

行政記録からの情報を利用し結果表を作成するため、調
査項目からは ll除 する。

削 1除

(14)診療録管理専 lT従事者

1  いる (

2  いない

人 )

これまでの調査結果をみると、3害 1程度の病院で配醸
れており、年 々若干増えているものの おおまかな傾 向が

把握できたことから削除する。

削 除

(15)定 ]期 的/1・ 臨床病理学的症例検討会(CPC)の実施

1  している

2  していな0ヽ

これまでの調査結果をみると、2害1程度の病院で実施 し
ており、大きな変化はなく、おおまかな傾向が把 lF.で きたこ

とから肖1除する。

(15)医 師事務作業‖i助者

1  いる (       人 ) *医
師事務作業補助体制加算の施設基準を

2  ヽヽ /t・ |ヽ             満たす満たさないに関わらずle入

新規 医il事務作業補助者の設置が勤務区の負担軽減に繋
がることから、その数のlFIJl向 等について継続的に調査を行
い、勤務医対策等の基礎側 Jとして活用するため、調査
項目にi宣加する。

16)病 院に在籍する保育士

1  いる

―2  いない
:人

力i規 医療施設に在籍する保育士については、近年その役害1

が注 目されているが、その数は把握されていないことから、
調査項 目として追加する。
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新 23年調査 (案 )

(7)救 急告示の ll l〔

有

肛
一

(17)1文 急医療 体制

救急医療体市1 1  初期 (初期救急医療体制)

2 二次 (入院を要する救急医療体制)

3 二次 (救命救急センター)

4 体制なし

精‖
'「

1文急医療体制1   1  1ド制あり

2   (本 111′ ,し

夜‖Ⅸ深夜(,含 むlll急対応υ,11否

(i岬
籠

日
1過 特礎

日
,週 詢 ノ

1器
名喜

「

精神科  ~~ ~ 1 
‐

21314

(17)1文急医療 ‖呻 |

救急告示の有無

1 有      2 無

救急医療 体 ll

1  1  初期救急医療体制

1  3 救命救急センター

|工 t=毎 日 週3～ 5日 週 1ヽ 2口  tIと んど
1 可能   可能   可能 

‐
不可能

1    2    3    4

‖神料1文急P/療 体制

1 l  ll・ 1,|あり

tilill(i',tt,<{,,3;l!')Jik/nrifd:/)!l,f rrrlt+r:r'iU:r-r,r: *,^.,r,-Toaranlit EIit Erijs fnIijE

, fi,,1,1,{+-- | 2 3 , 4

○救急告示の有典〔

病院 においての基本項 目であり、ブレプリントが可能

な他の項 目と同様 、一面に移 IJlさ せる。
調査事項に変更なし。

○救急医療体制
「初期救急医療 体制」「入院を要する救急医療 体

Fl」
「救令救急センター」の表記を、より分かりゃすく「初

期 (初 期救急医療 体制 )」
「二次 (入 1完を要する救急医

療体制 )J「 二次 (救 急救命センター )」 に修正
`,

調査事項に変更なし。

(16)lll診・fキt健指導

`LIF rl lllllに

|‖ l■ するlll・診    生il習 ‖lJ jjに 対l■ する|■ 17/1・ 指導

1 実施している         l j_liLし ている

L獄 [姑

れ 崚 証 賭

1[:=y…
柵 襲

2 実 litし ていない        2 実7iLし ていない

ヤL会保1資診瞭‖l剛‖支払J[金 の漏|は |で lL提 できるため、
記入者夕111を 考慮し肖J除する。

(lS)専 F]外 来の設 IE

1  禁理外来

2  助 lli自 F外 来

○禁 P」
F外来

日(21)禁 煙外来等の「禁煙外来の有無」を引き続き調査

・「 る。

〇助産師外来
ク1帰の多様なニーズに応え、助IDrF「 を積極的に子舌月1し 、

lDr利 医師の負1■ の1強Ftを 図るlrp点から普及を推 lllし てい

るものであり、その状況をす巴撮するため調査項 目に追力uす

る。

5ベージ
`病 院票



新・23年調査 (案 ) 1日・20年調査 変更理由等

通常の 1週間の診療時間           : : l l i l時

合計は時間単位とし、Ol～59分の分単位は全て05時間とみなし記入してください。

表示診療1寺間  通常診療し

曜 日

月曜 日

ている時間:

刊
時すべてに(

引
削
面
”鵬丁

０嗜曜
絣一「

な
引

一斯
”瀦
下

一鵜
熙
一７

火曜 日 2 5 6 7

水曜 日 2 4 5 6

木曜 日 2 5 6 フ

金曜 日 2 3 4 5

±11日 1 2 3 5 6 7

日曜 日 2 3 5 7

休 日 2 3 5 6

20)表 示診療 1寺 PR3の 1りt況 (18)表 示診療時間の状況

通常の1週 間の診療時間  (        時間 )

表示診脚寺間  穏1髪見男講〔ぽ劃F論乳時以降の
平日:す、診療時間が同じ曜日   表示診療時間を記入してください。
に0をつけ、まとめて紀入して
ください。 18時 以降

3(時 分 迄 )(月 火ヽ・水・木・金 )

(月・火・水・木・金) 3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

3( 時  分 迄

3( 1寺  分 迄

(月 火・水・木・金 )

(月 火・水・木・金)

鯛 火・水 木・金 )

記入者に分かりやすいよう、18時 以降の表示診療1寺間に
ついて、記入から時間帯に〇をつける方式に変更し、平 日
の曜 日については、○をつける方式からそれぞれの曜 日
ごとに記入lnlを 設けるよう変更する。

尚1余

1)禁煙外来等

禁煙外来の有無        | ニコチン1/N存症管理11の算定

1  有          1   1  有

2   り熙                1    2   りlF

○禁煙外来の有無

新設項 目の「(18)専 門外来の設置」で把握する。

○ニコチン依存症管理オ1の算定
診療報酬の施設基準の届出等で把握できるため、記 入

者負担を考慮し肖1除する。

(22)'餃 員のための院内保育サービスの状ill

有:  1 1111

1 2有
1保 育

1 

盛

l12‖

         _1 2 11rT_I医

師

l保育

の医B,T.71f看

護師

碗設
[1用
_.T

に自施設
の
%の順

施
:輸
融自施

看

1 1院 内

のlic設 を2嚇

   1臀 1鰍設の時用

:そα 也
1 者 |

なヽい3 してし

(22)保 育施設・子育て支援の1失況

離 蜘
… …

静数M螂 鶴爾 脚 盤 晨‐靭 留α y燎網

■セ員のための院内保育サービスの状況

[1:[璽 [11]〕

していない

夜lη 11育  1 1 有  2 1熙

病児保育  1 1 有  21曖

施

設

の
利

用

者

1自 llL設 の医師 llT利 医師

2自 施設の看護師 /1t看 護師

3その他の自liL設 の服員

4併設施設の1載員

5そのlL

子育て支援の状況    導入しているものすべてに0

1 男性職員の育児時間    5再 就業する職員への研修

2男性職員の出産体暇    6フ レックスタイム

3代 替職員の配置      7夕 台業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

4休 業中の職員への情報提供  8育 児費用の援助措置

「子育て支援の状況」について、大まかな傾向が把握で
きたことから肖J除司

~る
。

6ページ`病院票



病
rl1 23年調査 (染 ) 日・20年 調査 変fl理 口1等

(21)電子カルテシステムの導入 1人 lFt

1 医療機関全体として導入している

2医療機】内の一部に導入している

3 具体lllな導入予定がある

4導 入予定なし

活用状況の範囲

自施設内

懇者へ情報提供

他の医療機関等と連携

(21)電子カルテシステムの導入1夫況

:[[[廿[lifiliilill→

3 具体的な導入予定がある

一

4導 入予定なし

自施設内

患者へlii報提供

他の医療榔 ll等 とl」・携

1  平成20年度

2  平成21年度

3  平成22年度

4 平成23年度以降

調rf時 りIにあわせた尊人予定時り切を変更する。
調査事項に変更なし。

25道隠医療システムの導入llN況

遠隔画 lrF診 褥7 1

述 l lljI理 診的i l

2

遠隔在宅療美支援 1

依頼元施設牧  (    施設 )

依1■先施設教  (    施設 )

依1■元liL設 教  (    施設 )

依1■先施設教 (    施設 )

依・ll元忠者教 (     人 )

↓　　　　　↓　　　　　↓

有

　

肛
¨
　

一月

　

価
Ｔ

″Ｈ
　

皿

信

信

信

信

信

受

送

受

送

受

(25)遠隔医療システムの導入1え況

逮隔画像診 」r

連隔病理診 lr

在宅療養支 IF_

信

信

信

信

信

受

送

受

送

受

一
　

↓
　

一
↓

有

　
ｎ

　̈
二，
　
“

　̈
一「
　
血
“

lrNl■元施設放 (    施設 )

依頼先施設数 (    liL設 )

依頼元tt設数 (    施設 )

1/klll先施設敗 (    lic設 )

依頼元患廿放 (     人 )

「在宅療養支援」について、速1幅 医療システムを使用して
のものであることが分かりやすいよう、「遠隔在宅療養支
援」と衣記を変更す/●。

.l・l査 11項に変更なし。
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新・23年調査 (案 ) 日・20年調査 変更理由等

¬
」雨

音

疵床

技士W
E療安全体制 (全般) 2 3 5 6 7 8

完内感染防止対策 4 5 6 8

宣療機器安全管理 2 3 51 6 7 ＼

E薬品安全管理 3 4 ＼ |＼ |＼ ｀
ヽ、 |｀

ヽ
、

院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる  (    人 )

2  いない

院内感染防止対策のためのliL設 内回診の頻度

1  ほぼ毎日   2 週1回以上    3 月2～ 8回程度

4 月1回 程度   5 月1回未満

匡F識器安全体llの保守言1画の管理

保守言1画の策定

,  一括管理   2 病棟 割;門 ごと  3 その他

保守計画の実施

1  -括 管F1   2 病棟 部Flごと  3 そのlL・

患者相談担当者の配置の有 ll

l  有      2 無

(26)医療安全体制 26)医療安全体制

責任者の資格と
専任・兼務の別

医療安全

体制

(全般 )

院内感染
防止対策

医療機器
安全管理

医薬品

安全管理

1医師 1 1

歯科医師 2 2 2

薬剤師 3 3 3

看護師 4 4 4

診療放射線技師 5 5 5

臨床検査技師 6 6

‐`
ヽ 、

＼

臨床工学校士 7 7 7

その他

配置していない 9 9

ｔ
Ｗ

任

　
兼

務

専任

兼務
| |

2 2

1医療機器と医薬品安全管理責任者を兼務 (再掲)

院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1  ほぼ毎日   2 週1回以上    3 月2～ 3回 程度

4 月1回程度   5 月1回 未満

医療機器安全体制|の 保守計画の管理

保守言1画の策定

1  -1舌 管理   2 r71棟 部 P月 ごと  3 そのlL

保守計画の実施

1 -括 管理   2 病棟 音「「1ごと  0 その他

思者 1■ 談担 当者の配置の有無

1  有      2 無

○責任者の資格と専1■ →t務の卵l

記入者に分かりやすいよう、表頭と表側の配置を変更す
る。
責任者の専任・兼務のが1については、一定の傾向が把

握できたため、記入者負担を考慮し肖1除する。

○院内感染防止対策の専任担当者の1人況
医療施設の組織的な感染対策への取り組みを示すもの

として、13・ 任担当者数を含めた実態を把握するため追加
司
~る

。

2S川寺殊診療設 li

01～06はそれぞれの診療報酬上の施設基準又は要件を満たすもののみ記入

01

02

04

05

06

床
|

床
|

床

床
|

床
|

床
|

無菌治療室(手術室は除く)

NICU(新生児特定集中治療室)

08～ 11は 診療報酬上の施設基準又は要件を満たす満たさないに関わらず記入

CCU(心 臓内科系集中治療∋

CCU(新生児治療回復室 )

(28)特殊診療設備

特定集 中治療室CCU)*

101      床 十     人

脳卒中集中治療室(SCU)*

心臓内科系集中治療室(CCU)

新生児特定集中治療室(NICU)**

広範囲熱傷特定集中治療室 *

無菌治療室(手術室は除く)*

01特だ集■1綸療室OCU)J、 脳卒呵]集 Il治療室(SCU)」 、
「′じ臓内キ1系集中治療室(Ccu)」 、「新生児特定集中治療
室(NICu)」 、「母体・胎児集中治療室(MRCU)」 について、
より実lLCに Rpした表記、「lCu(II定集中治療室)」 、
「SCU(脳 卒中集中治療室)」 、「CCU(心臓内手1系集中治療
室)」 、「NICU(新 生児特定集中治療室)」 、「MFIcu(母 体
胎児集中治療室)」

へと、それぞれ変更する。

OCCU(新 生児治療回復室)

平成22年診療報酬改定で新生児治療回復室入院医療
管理料が新設されたところであるが、施設基llFを満たさな
いものも調査し、実lLLを 把握することが,と、要であることか
ら、追力Πする。

○陰圧室
これまで、感染症病床、結核病床において設置されてい

たが、近/・lでは一般病床にも陰圧室を設置することを認め
ている。
今後、陰圧室を整備した施設数及びその数について、病

床区分ごとに継続的に把lF■ していくことは、感染症に対す
る適切な医療を提供する観′点から意義が大きいため、追
加する。

○広範囲熱傷特定集中治療室
広範Ell熱 傷特定集中治療室管理14については、これま

で専用の治療室を用いることを要件としていたが、要件を
緩和して特定集中治療室管理料及び1文命救急入院刑の
一項目として評価を行うこととなつたため、肖1除する。

○施設基 lltを満たすもののみ、満たしてないものを含む、
等が分かりやすいよう、それぞれをまとめた配置に変更す
る。
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新・23年 nfl査 (案 )

31)手 rf等 の実施状 l「t

全身麻酔 (静 l」 R麻酔は除く)

:爆艦11ド 1‐――出ト

人工透折

(人 工透析装置の台教)

分晩(正常分娩を含む)

,「工り,β月娩‖1術(再掲)

分晩の取扱                  小数点以下第2位 四捨五入

担 当 二師放(常 lll換 算 )

II当 り,産 mi放(■ lll換 市 )

院内I力 産所の有無
取 り扱 つていない

全身麻酔 (静脈麻酔は除く)

ljNl視鏡下消

`ヒ

管手‖f

悪1生ll瘍手術

_「部鰊丁I丁|‖
人工透析

(人 11透折装置の台牧)

分娩(lE常 分娩を台む)

帝王切聞1/1tlU‖f(再 掲)

1取り扱っている

嚇薗響魏lmi常
2 取り1及 っていズoい

○悪性 1重瘍手術

記入者負担を考lL5し 、悪性 lII瘍 手術については、5大が

ん (肺 、胃、月千臓 、大Лら、
=L房

)及び行政として動向をフォ
ローすべき子宮、前立腺に絞り把 r■

―する。
また、それぞれの表記から「がん Jを 削除し、音1位ごとの

表記に変更する。
なお、悪性 1重瘍手術の件数については、「社会診療行為

別調査」において診療行為別に把握が可能である。

○院内助産所の有無

安全・安心なお産の場をlll保するとともに、正常分娩を

助 lDf師が担うことで産科医師の負担の軽減を目的とする
「院内助産所」について、その設置状況を体系的・網 lTL的

に把握するため、追加する。

OLDRの 有無

おおまかな傾向が把握できたため lll除する。

33)‖ :|}設 倒F

1  ガi「卜診療台    (       台 )

2  デンタルX線装置 (アナログ)    6  ポータブル歯千+ユニット

3  デンタルX線装置 (デジタル)   フ  ォートクレープ

4  パノラマX線装置 (アナログ)    8  吸人鎮静装置

5  パノラマX線装置 (デジタル )

(33)歯科設備

1  1『 1診療台     (       台 )

2  パノラマX線装置      5  超音波歯石除去器

3  オートクレープ       6  口腔内画像処理システム

4  生体モニター        フ  吸 人ll青 ,装 置

0「 バノラマX線装 1世 」、「
/114xモニター」、「超音波 llF石 除

去器」、「日畦νl画 lrtttJlシ ステムJに ついては、おおよか

なltji向 力寸巴li― できたため尚1除す /D。

○「デンタルX線装 置 (ア ナログ)」 、「デンタルX線装置 (デ
ジタル )」 、「パノラマX線装 置 (ア ナログ)J、

「パノラマX・lllt

装置 (デ ジタル )」 、「ポータブル llf利 コニットJに ついて、行
政としてより実態を把握する L/要性が高いものをう豊加す
る。
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新 23年調査 (案 ) 旧・20年調査 変更理由等
35)新 人看護職員研修の状況

1 新人看護職員がいる

L[|li熙

    [il[::[1‖

f穆[1橋11]、る

2新 人看護lll員 がいない

新 規 看護II・t員の新人研修については、平成22年度より新人
看護職員研修ガイドラインに沿った研修の普及をlltめてき
ており、その実態を把握するため、調査項目に追加する。

36)病 棟における看護職員の勤務体制 病棟における看護職員のlll務体制

西己置している

看護師・

准看護師

時間帯
(シフト)

看議単イ立数
(看護師・准看護師の人数Яl)

1人 2人 3人以上

一
般
病
棟

三交代制
準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜 勤

当直制・他 人 夜動

療

養

病

棟

三交代制 人

準夜勤

深夜勤

二交代制 人 夜勤

当直制 他 夜 勤

2編
棟

・

二交代制 人
準夜勤

深夜動

二交代制 人 夜勤

当直制・他 人 夜勤

記入lll二交代υ)ll・ ‖1をとるrf‖訳こ、こ。人の
'it襲

師・准看護輛を配世し、
17i護 単位(準夜」l13人 、深 l14動 2人 )で看識している場合

柳一岬
西

‐

一̈‐２人一‐「

師“略
置
師

配
護看

「キ問帯
(ンフト)1 1人

1 4L夜勤
人 |

1  圏ロロ 1 深夜勤 |
三交代キリ |

〇「配置している看護師 准看護師」と、「一般病棟」、「療
養病棟J、

「精神結 核病棟」ごとの調査について、記入者
負担を考慮し肖1除する。

○「看該単位数(看護前i・ 准看護1市の人数別)」 について、
記入者に分かりやすいよう項目の配置を変更する。

nll査項目に変更なし。

1。 ページ病院票




